第１号様式（第２条第１項関係）

住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書

年　　月　　日

青森県知事　　　　　　　殿

法人の住所　
法人の名称　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１２号）第５９条の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１　支援業務を開始しようとする年月日：
２　支援業務を行おうとする区域：
３　支援業務を行おうとする事務所の所在地等
（１）事務所等の名称・所在地：
（２）連絡先電話番号：
　　　　〃　ＦＡＸ番号：
　　　　〃　電子メール：
（３）窓口受付時間：
４　支援業務の対象とする住宅確保要配慮者及び指定を受けようとする支援業務の範囲
　　別添のとおり

（注意事項）申請書及び添付図書は正本及び副本各１部提出してください。
第１号様式の別添
	支援業務の対象とする住宅確保要配慮者
	□ 低額所得者(月収15万8千円以下)
□ 被災者(発災後３年以内)
□ 高齢者
□ 障がい者
□ 子ども(高校生相当以下)を養育して
　 いる者
□ 外国人
□ 中国残留邦人
□ 児童虐待を受けた者
□ ハンセン病療養所入所患者
□ ＤＶ(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ)被害者
□ 北朝鮮拉致被害者
□ 犯罪被害者
□ 保護観察対象者
□ 刑の執行等のため矯正施設に収容されていた者
	□ 困難な問題を抱える女性
□ 生活困窮者自立支援法に基づく援助
　 を受けている者
□ 被災者(国土交通大臣が指定する災害・
期間内)
□ 海外からの引揚者
□ 新婚世帯
□ 原子爆弾被爆者
□ 戦傷病者
□ 児童養護施設退所者等
□ 性的マイノリティ
□ ＵＪＩターンによる転入者
□ 妊娠している者がいる世帯
□ 若年要支援・要介護認定者
□ 刑余者等
□ 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

	指定を受けようとする支援業務の範囲
	□ 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること
□ 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと
□ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと
□ 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。
□ 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
□ 上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと


（注意事項）それぞれの欄について、該当するものに ☑ してください。
